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研修への参加

※地域の中高年齢者や子育てが
一段落した主婦層へ参加を呼びかけ

施設や訪問介護事業所などで職員として従事

退職前セミナー等でのＰＲ

ハローワーク
老人クラブ
公民館

　　　　図書館　　等　

地域の企業
自治体の関係機関　等 研修への参加

研修修了者と事業所とのマッチング

※退職前セミナー等で、退職を
控えた方へ参加を呼びかけ

生活援助従事者研修の受講支援（※求職登録者限定・補助上限４万円）

■未経験者が介護分野に参入する際の障壁となっている様々な不安やハードルの高さを解消するため、介護業務の中でも生活支援に特化した
資格として新たに創設された『生活援助従事者研修』を有効に活用することで、介護人材のすそ野を拡げ、中高年齢者や主婦層など多様な
人材の参入を促進する。

■資格保有を要件としていることから特に人材不足が顕著な訪問介護事業における新たな担い手の確保策として、生活援助中心型サービスに
従事できる『生活援助従事者研修』の資格取得を積極的に促し、雇用へとつなげることで、安定的かつ継続的なサービス提供を目指す。

■上記の目的達成に向けて、研修受講費の補助及びマッチングまでの一体的な支援を実施する。
　　具体的には、①求職者や退職を控えた方などに対する当該事業の周知、②研修参加と求職登録の呼びかけ、③県の指定する研修実施機
関と連携し、研修修了者に対する介護施設・事業所とのマッチングを行う。

生活援助従事者研修受講支援事業
～　生活援助従事者研修の受講からマッチングまでの一体的支援　～


